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「成田空港の更なる機能強化」にかかる
航空法の変更許可申請について

成田国際空港株式会社（NAA)は、成田空港の発着回数を現状の約2倍となる50

万回まで拡大することができる第3滑走路の新設・B滑走路の延伸等といった「成

田空港の更なる機能強化」について、昨年3月の四者協議会合意以降、1日でも早

い事業着手を目指し、航空法の変更許可申請に先立ち必要な環境アセスメント・地

権者の同意書の収集等の手続きを進めて参りました。

また、11月5日に国土交通省が成田国際空港株式会社法第3条第1項に規定する

基本計画を改定したことを踏まえ、本日、「成田空港の更なる機能強化」について、

航空法に基づく空港等の変更許可申請等を国土交通大臣あて行いましたので、お知

らせいたします。

「成田空港の更なる機能強化」は、我が国及び首都圏の国際競争力の強化、観光

先進国の実現、地域の発展のために必要不可欠な施策であることから、この整備を

通じて、地域と空港の共生共栄を実現できるように、精一杯努力して参ります。

変更許可申請の主な内容につきましては、別紙をご覧ください。



別紙

変更許可申請の主な内容

〇変更しようとする事項【別図参照】

(1)滑走路の新設

1)滑走路Ｂの延伸

長さ：1,000m延伸（延伸後の滑走路長3,500m）

幅 ：60m

2)滑走路Ｃの新設

長さ：3,500m

幅 ：45m

(2)空港等の敷地面積

2,297ha（現況：1,198ha)【1,099haの拡大】

(3)誘導路の新設

長さ：7,471m

幅 ：23m

〇工事の着手及び完成の予定期日

(1)着手の予定期日

変更の許可を受けた後、速やかに着手予定

(2)完成の予定期日

令和11【西暦2029】年3月31日

 なお、上記申請に加え、以下の申請等も併せて行いました。
・【航空法第43条第2項において準用する同法第38条第2項に基づく

航空灯火の変更許可申請】
・【航空法第38条第2項に基づく航空保安無線施設の設置許可申請】
・【航空法施行規則第238条に基づく航空保安無線施設の変更
（廃止）の届出】

【航空法第 43 条第2項において準用する
同法第38条第2項に基づく空港等の変更許可申請】



別図



首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間取りまとめ（平成26年７月）をふまえた

今後の首都圏空港の機能強化に関する取組方針について

・既存滑走路の延長

・滑走路の増設

・夜間飛行制限の緩和

・管制機能の高度化
年間＋約２万回

・高速離脱誘導路の整備

年間＋約２万回

・夜間飛行制限の緩和（当面）

Ａ滑走路で先行実施（6:00～23:00⇒6:00～0:00）

（・滑走路の増設）

■2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会以降の
技術的な方策

■2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで
に実現し得る主な技術的な方策

羽
田
空
港

成
田
空
港

・滑走路処理能力の再検証

・滑走路運用・飛行経路の見直し
計＋約4万回

合計 約83万回
（年間75万回＋約8万回）【１日＋約100便】

年間＋約１６万回

【現状：約30万回】

【現状：約45万回】

合計 約100万回
（年間約83万回＋約16万回）【１日＋約200便】

※赤字が四者協議会において具体化に向けて検討・協議した項目

 首都圏空港技術検討小委員会による中間とりまとめの公表をうけ、四者協議会においては、「B滑走路の延伸」、「C滑走路の増
設」、「夜間飛行制限の緩和」の３つの方策について、成田空港の国際競争力の確保と地域の生活環境の保全の両立を図る観点
から関係者と共に検討を進めてきた。

 四者協議会による結論により、首都圏空港が目指す発着容量100万回のうち、成田空港が50万回の発着容量を担うこととなる。

計＋約4万回
計＋約16万回

（B滑走路の延伸）

（C滑走路の増設）

5:00～0:30 （スライド運用により飛行経路下の
静穏時間は7時間確保）

〇参考：今後の首都圏空港の機能強化に関する取り組み方針

今回の申請



※上記に並行して環境アセスメント手続きを実施
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地域振興策（基本プランの策定）

四者協議会
(2015.9)

四者協議会
(2015.11)

地域との対話

 成田空港の更なる機能強化については、地域の生活環境に与える影響が大きいことから、周辺地域に広く情報発信した上で、検討の

進捗状況に応じて意見を伺うなど、周辺地域住民に丁寧な説明を行いながら関係者と共に検討を深めてきた。

 特に2016年9月の四者協議会における具体的な方策の提案以降、２回のフェーズで計200回以上の住民説明会等を開催し、延

べ1万人に近い地域住民の皆様に、機能強化の必要性、環境対策等について丁寧に説明すると共に、頂いた意見を踏まえて成田空

港の国際競争力の確保と地域住民の生活環境の保全の両立を図る観点で見直しを行うなど、成田空港の更なる機能強化について

地域の理解・協力が得られるように関係者と共に出来る限りの努力をしてきた。
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約5,000人に説明

ﾌｪｰｽﾞ1 ﾌｪｰｽﾞ2

約100回開催
約4,000人に説明

提
案
し
た
案
に
つ
い
て
住
民
説
明
を

開
始
す
る
こ
と
を
地
元
自
治
体
が
了
承

提
案
し
た
案
に
つ
い
て
住
民
説
明
を

方
向
性
を
四
者
で
確
認

更
な
る
機
能
強
化
の
基
本
的
な

更
な
る
機
能
強
化
の
具
体
化
に

向
け
た
検
討
の
開
始

〇参考：これまでの経緯
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環境アセスメント

地権者への説明
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防音工事

地域振興策（課題解決方策の調査・検討／（仮称）実施プランの策定／地域振興策の実施）

騒
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移転対策騒特法の都市計画手続き

用地取得・移転 建設工事

の
拡
充
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交
付
金

周辺県市町へ交付

内窓等防音工事
（騒特法告示後は、B滑走路地区およびC滑走路地区においても実施）

内窓等防音工事
（Ａ滑走路地区先行実施）
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〇参考：更なる機能強化の今後のスケジュール（イメージ）

 航空法の変更許可後は、更なる機能強化の事業着手や環境対策等を進めていくこととなる。

2019.10.27より開始

今回の申請


